
 
 

 
分譲マンションに長く快適に暮らしていくためには、建物の維持管理がとても大切です。マン

ションの維持管理は住人のみなさまで行うものですが、尼崎市としても側面的な支援を引き続き

行っていきたいと考えております。 

つきましては、市内の分譲マンションの状況を知るためアンケート調査にご協力ください。 

■ 回答方法 

■送付書類一覧 

・依頼文（本紙） 

・アンケート用紙 及び 記入例 

・チラシ（尼崎市が実施している分譲マンションに関する事業） 

■問合せ先 

尼崎市 都市整備局 住宅部 住宅政策課 

TEL：06-6489-6608  FAX：06-6489-6597 

E メール︓ama-jutakuseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp 

 

分 譲 マ ン シ ョ ン 管 理 組 合 の 理 事 長 様 へ 

尼崎市分譲マンションアンケート 

郵送(切手不要) 
同封の返信用封筒をご利用 
ください。 

FAX 
06-6489-6597 

回答期限： 

令和 8 年 1 月 9 日（金）まで 

アンケートのご提出をいただけなかった場合は、再度の調査協力のお願いや、訪問等による聞き取り等
を実施する予定としております。 

メール 
QR コード先に、アン 
ケート用紙や回答送付 
先を掲載しております。 


